
■保険料のお支払い方法について
●保険料の納め方は「年金からのお支払い（特別徴収）」と「納付書・口座振替によるお支払い

（普通徴収）」の２つの方法があります。

●ご自分のお支払方法については、保険料額決定通知書（納入通知書）をご参照ください。

からのお支払いとなります。

●お手続きの必要はありません。

・なお、次の方は特別徴収に該当せず、普通徴収になります。

●受給している年金額が、年額１８万円未満の方

●介護保険とあわせて保険料が年金支給の半分を超える方

※この制度に加入してからおよそ半年間は、年金からのお支払いが

できません。「納入通知書」や「口座振替」でお納めください。

による金融機関でのお支払い。

●口座振替に切り替わるまで、数ヶ月のお時間が必要となります。

◆保険料のお支払いを「口座振替」に変更できます
●納付書、年金でお支払いの方は、口座振替に変更することができます。

●税申告の際「社会保険料控除」は、保険料をお支払いする方（口座名義人）が受けられます。

※「年金」のお支払いから変更できる時期は、申し出の時期により異なります。

■臓器提供に関する意思表示ができるようになりました
臓器提供は、病気や事故で臓器が機能しなくなった人に、他の人の健康な臓器を移植して機能

を回復させるという医療です。

臓器移植に関する法律の改正により、保険証に「臓器提供意思表示シール」を貼付して、臓器

を提供するかしないかの意思表示を行うことができるようになりました。

臓器提供意思表示シールは、各市町村窓口に設置しております。詳しくは、下記までお問い合

わせください。

後期高齢者医療制度のお知らせ
～保険料のお支払方法と臓器提供に関する意思表示について～
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納付書・口座振替

「口座振替」を希望される方は、下記役場担当への申し出のほか、金融機関窓口での手続きが必

要です。申し出の際は「本人の保険証書、預金通帳、お届け印」を持参してください。

お 問 い　 合 わ　 せ　 先

北海道後期高齢者医療広域連合

住所　〒060－0062
札幌市中央区南２条西14丁目
国保会館６階

† 011－290－5601

津別町役場保健福祉課

後期高齢者医療担当　6番窓口

† 76－2151(内線228・229)
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国勢調査をよそおった
「かたり調査」にご注意下さい

国勢調査と称して、世帯の家族構成

や会社の従業員の氏名などを電話など

で照会する「かたり調査」にご注意く

ださい。不審な電話には即答せず、相

手の名前や電話番号を確認し、役場企

画財政課地域振興グループ広報統計担

当までご連絡ください。

※国勢調査では、金品を請求すること

はありません。

分からないことはお電話で！

記入の仕方で分からないことがあった場

合は、調査員や役場企画財政課地域振興グ

ループ広報統計担当または「国勢調査コー

ルセンター」までお問い合わせください。

○役場企画財政課 地域振興グループ

広報統計担当　†76-2151（内線243）

○国勢調査コールセンター

†0570-01-2010

（ＩＰ電話またはＰＨＳ：†03-6738-6677）

設置期間　　～平成22年10月31日

受付時間　　午前８時～午後９時


